
川崎市商店街施設整備事業補助金

お問合せ 川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
TEL: 044-200-2330 ※⽉〜⾦の平⽇ 8:30〜17:15 土曜・⽇曜・祝⽇を除く
Ｍail: 28syogyo@city.Kawasaki.jp     Fax：044-200-3920

してますか？

施設名 最低事業費 補助限度額
LED街路灯等新設 50万円 800万円

（1基当たりの補助限度額は、20万円）

LED街路灯等への改修 50万円 600万円
（1灯当たりの補助限度額は、7.5万円）

セラミックメタルハライド
ランプ等LED以外の省エネ
街路灯への改修

50万円 200万円
（1灯当たりの補助限度額は、4万円）

今だけ!!

※通常1/2以内

補助内容

商店街の
街路灯・アーケード

2/3 以内
補助率

気軽にご相談を！
※既存のLEDやセラミックメタルハライドランプ等の灯具からの改修・交換は対象外です。

補助金HP https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000017512.html

この事業は、国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付⾦を活用しています。

商店街エコ化プロジェクト事業

2020年で水銀灯の生産が終了しました。
引き続き街路灯やアーケードの明かりを保つには、
改修工事が必要になります。補助率がアップして
いるこの機会に、省エネ型の灯具への切り替えを
ご検討ください。

以下の条件があります。
補助金の交付決定後、
・令和6年1月15日までに事業完了
・令和6年2月15日までに完了届の提出

前年度

エントリー
不要

mailto:28syogyo@city.Kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000017512.html


お手続きのながれ

STEP１

STEP２

STEP３

STEP５

川崎市へ交付申請
提出が必要な書類
□申請書・施設整備計画書・管理計画書・業者選定理由書
□見積書（３者以上） □団体名簿 □定款又は会則 等
※その他の必要書類は、補助⾦ホームページ又は商業・サービス業振興担当までご確認ください。

交付決定後、工事の開始・完了
商店街から業者へ工事費用のお支払い

川崎市へ完了報告
提出が必要な書類
□完了届・精算書
□契約書の写し □工事過程・設置完了時の写真 等
※その他の必要書類は、補助⾦ホームページ又は商業・サービス業振興担当までご確認ください。

川崎市へ補助金の請求

エコ化？
エコ化！

交付決定
届出から２週間程度を要します。

交付確定

→ 令和6年1月15日まで

→ 令和6年2月15日まで

相談ОＫ!!!

お悩みや困りごとございまし
たら、チラシ表面の問合せ先
まで御連絡ください。

STEP６

STEP４

補助金の受領
STEP4の完了報告から補助⾦の受領まで、１か月程度を要します。

交付確定後に、補助金請求書をお渡しします。

商店街で方針を決める
商店街会員と総会などで、街路灯又はアーケード灯の
方針について、合意形成を図って下さい。
※補助⾦の申請には、議事録の提出が必要です。


